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答 申 第 ３ 号 

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ７ 日  

 

 行 田 市 教 育 委 員 会 教 育 長  丸 山  綱 男  様  

 

            行 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会  

                     会 長  町 田  知 啓  

 

答   申   書  

 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ２ ２ 日 付 け 行 教 学 第 ５ ５ ２ 号 及 び 同 日 付 け 行 教 学

第 ５ ５ ３ 号 で 諮 問 の あ っ た 事 案 に つ い て 、 次 の と お り 答 申 し ま す 。  

 

第 １  審 査 会 の 結 論  

 本 件 ２ 事 案 中 、 平 成 ２ １ 年 度 第 十 二 採 択 地 区 教 科 用 図 書 採 択 協 議

会 の 第 １ 回 及 び 第 ２ 回 会 議 録 の 非 公 開 決 定 並 び に 平 成 ２ ２ 年 度 第 十

二 採 択 地 区 教 科 用 図 書 採 択 協 議 会 の 第 ２ 回 会 議 録 の 部 分 公 開 決 定 の

処 分 は 妥 当 で は な く 、 そ の 全 部 を 公 開 す る べ き で あ る 。  

 

第 ２  異 議 申 立 て に 係 る 経 緯 等  

 １  平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ２ ２ 日 付 け 行 教 学 第 ５ ５ ３ 号 の 諮 問 に 係 る 経

緯  

  ( 1 ) 平 成 ２ ３ 年 ２ 月 ２ ８ 日 、異 議 申 立 人 ■ ■ ■ ■（ 以 下「 申 立

人 Ａ 」と い う 。）は 、行 田 市 教 育 委 員 会 教 育 長（ 以 下「 実 施 機

関 」 と い う 。） に 対 し 、「 平 成 ２ １ 年 度 、 ２ ２ 年 度 第 １ ２ 採 択

地 区 教 科 用 図 書 採 択 協 議 会 の 会 議 録 と 会 議 資 料 、 専 門 委 員 か

ら の 報 告 書 、 各 学 校 か ら の 報 告 書 」 の 行 政 情 報 を 公 開 請 求 し

た 。  

  ( 2 ) 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ 日、実 施 機 関 は、上 記 公 開 請 求 に 対 し て 、

１ ０ 文 書 を 対 象 の 行 政 文 書 と 特 定 し 、 別 表 に 掲 げ る № １ か ら

№ ３ ま で の ３ 文 書 に つ い て 、 非 公 開 又 は 部 分 公 開 の 決 定 を 行
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い 、 申 立 人 Ａ に 対 し て 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ 日 付 け 行 教 第 ２ ０ ９

５ 号 に よ り 通 知 し 、 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ７ 日 に そ の 写 し を 交 付 し

た 。  

  ( 3 )  平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ６ 日 、 申 立 人 Ａ は 、 当 該 処 分 を 不 服 と し 、

実 施 機 関 に 対 し 異 議 申 立 て を 行 っ た 。  

  ( 4 ) 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ ０ 日 付 け 行 教 学 第 ７ ２ ３ 号 で 、実 施 機 関

よ り 本 審 査 会 に 行 政 情 報 部 分 公 開 決 定 理 由 説 明 書 の 提 出 が あ

っ た 。 そ の 中 で 、 実 施 機 関 は 、 本 件 非 公 開 部 分 を 公 開 し な い

理 由 は 行 田 市 情 報 公 開 条 例（ 以 下「 公 開 条 例」と い う 。）第 ７

条 第 ２ 号 及 び 第 ４ 号 に 該 当 す る た め と し た 。  

  ( 5 ) 申 立 人 Ａ よ り 、平 成 ２ ３ 年 ８ 月 ２ ９ 日 付 け で 行 政 情 報 部 分

公 開 決 定 理 由 説 明 書 に 対 す る 意 見 書 の 提 出 が あ っ た 。  

 ２  平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ２ ２ 日 付 け 行 教 学 第 ５ ５ ２ 号 の 諮 問 に 係 る 経

緯  

  ( 1 ) 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ４ 日 、異 議 申 立 人 ■ ■ ■ ■（ 以 下「 申 立 人

Ｂ 」 と い う 。） は 、 実 施 機 関 に 対 し 、「 教 科 書 採 択 問 題 に か か

わ る 会 議 録、専 門 委 員 会 報 告 書」の 行 政 情 報 を 公 開 請 求 し た 。  

  ( 2 ) 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ４ 日 、実 施 機 関 は 、上 記 請 求 に 対 し て 、 平

成 ２ ２ 年 度 の ３ 文 書 の 行 政 情 報 と 特 定 し 、 別 表 に 掲 げ る № ３

の １ 文 書 に つ い て 部 分 公 開 決 定 を 行 い 、 申 立 人 Ｂ に 対 し て 平

成 ２ ３ 年 ３ 月 ４ 日 付 け 行 教 第 ２ １ ２ ５ 号 に よ り 通 知 し 、 平 成

２ ３ 年 ３ 月 ７ 日 そ の 写 し を 交 付 し た 。  

  ( 3 )  平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ２ 日 、 申 立 人 Ｂ は 、 当 該 処 分 を 不 服 と し 、

実 施 機 関 に 対 し 異 議 申 立 て を 行 っ た 。  

  ( 4 ) 実 施 機 関 よ り 、平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ ０ 日 付 け 行 教 学 第 ７ ２ ２

号 で 行 政 情 報 部 分 公 開 決 定 理 由 説 明 書 の 提 出 が あ っ た 。 そ の

中 で 、 実 施 機 関 は 、 本 件 非 公 開 部 分 を 公 開 し な い 理 由 は 公 開

条 例 第 ７ 条 第 ２ 号 に 該 当 す る た め と し た 。  

  ( 5 ) 申 立 人 Ｂ よ り 、平 成 ２ ３ 年 ８ 月 ２ ９ 日 付 け で 行 政 情 報 部 分

公 開 決 定 理 由 説 明 書 に 対 す る 意 見 書 の 提 出 が あ っ た 。  
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第 ３  本 件 申 立 て の 趣 旨  

 申 立 人 Ａ の 異 議 申 立 て の 趣 旨 は 、 別 表 に 掲 げ る № １ か ら № ３ ま で

の ３ 文 書 の 非 公 開 又 は 部 分 公 開 の 決 定 に つ い て 、 そ の 処 分 の 取 消 し

を 求 め る と い う も の で あ り 、 申 立 人 Ｂ に お い て は 、 別 表 に 掲 げ る №

３ の １ 文 書 の 部 分 公 開 の 決 定 に つ い て 、 そ の 処 分 の 取 消 し を 求 め る

と い う も の で あ る 。  

 故 に 、 申 立 人 Ｂ の 申 立 内 容 は 、 申 立 人 Ａ の そ れ に 包 含 さ れ る も の

で あ り 、 当 審 査 会 と し て は 、 申 立 人 Ａ 及 び 申 立 人 Ｂ の 申 立 て に つ い

て 、 こ れ を 併 合 し て 審 査 す る 。  

 

第 ４  申 立 人 の 主 張 要 旨  

 １  申 立 人 Ａ の 主 張 は 、 概 ね 次 の と お り で あ る 。  

  教 員 は 、 教 科 書 採 択 の 経 緯 を 知 る 権 利 が あ る 。 教 科 用 図 書 採 択

協 議 会（ 以 下「 協 議 会 」と い う 。）は 、本 来 公 開 に よ り 行 う べ き で

あ り 、 少 な く と も 協 議 会 終 了 後 に は そ の 会 議 録 を 公 開 す る べ き で

あ る 。 実 施 機 関 は 、 協 議 会 の 会 議 録 は 公 に し な い と の 条 件 で 提 供

さ れ た と す る が 、 形 式 論 で 公 開 で き な い と し て い る だ け で あ り 、

公 に し な い 理 由 が わ か ら な い 。 既 に 協 議 会 は 終 了 し 、 意 思 決 定 も

済 ん で お り 、 公 開 に 支 障 は な い と 考 え る 。  

 ２  申 立 人 Ｂ の 主 張 は 、 概 ね 次 の と お り で あ る 。  

  教 科 書 採 択 は 、 学 校 教 育 の 重 要 な 問 題 で あ り 、 教 科 書 採 択 の 過

程 は 明 確 に さ れ る べ き で あ り 、 そ の 会 議 録 の 公 開 は 当 然 で あ り 、

少 な く と も 協 議 会 終 了 後 に は 会 議 録 を 公 開 す る べ き で あ る 。 協 議

会 の 要 項 に は 、 そ の 会 議 録 は 各 市 の 規 定 に 従 い 情 報 公 開 す る と あ

る 。 当 該 会 議 録 は 公 に し な い 規 定 に は 当 た ら ず 、 非 公 開 と し た 理

由 も 明 ら か で な く 、 当 該 会 議 録 等 の 任 意 提 供 を 受 け る 立 場 に も な

い 。  

 

第 ５  実 施 機 関 の 説 明 要 旨  

 実 施 機 関 の 説 明 は 、 概 ね 次 の と お り で あ る 。  
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 平 成 ２ １ 年 度 の 協 議 会 の 会 議 及 び 平 成 ２ ２ 年 度 の 協 議 会 の 会 議 録

で 非 公 開 と し た 部 分 の 会 議 は 、 非 公 開 で 実 施 さ れ て い る た め 、 ３ 市

の 協 議 に よ る 合 意 に よ り 、 そ の 会 議 録 は 非 公 開 の 扱 い と し た 。  

 別 表 １ に 掲 げ る 協 議 会 の 会 議 録 は 、協 議会 を 構 成 す る 加 須、羽 生 、

本 市 の ３ 市 の 申 合 せ に よ る 非 公 開 の 取 扱 い と す る こ と と し て 提 供 さ

れ て お り 、 公 開 条 例 第 ７ 条 第 ２ 号 の 規 定 す る 「 そ の 要 請 を 受 け て 公

に し な い と の 条 件 で 任 意 に 提 供 さ れ た も の 」 に 該 当 す る 。  

 ま た 、 現 在 は 、 協 議 会 は 既 に 解 散 し 、 教 育 委 員 会 に よ る 教 科 書 の

決 定 が 行 わ れ た 段 階 で あ る が 、 当 該 会 議 録 を 公 開 す る こ と で 将 来 予

定 さ れ て い る 協 議 や そ の 意 思 決 定 に 不 当 な 影 響 を 与 え る お そ れ が あ

る た め 、 当 該 情 報 は 、 公 開 条 例 第 ７ 条 第 ４ 号 の 規 定 に も 該 当 す る 。  

 

第 ６  当 審 査 会 の 判 断  

 １  基 本 的 な 考 え 方  

  公 開 条 例 の 基 本 的 理 念 は 、市 民 の 知 る 権 利 を 尊 重 す る と と も に 、

実 施 機 関 が 積 極 的 に 行 政 情 報 を 提 供 す る こ と に よ り 、 市 政 に 対す

る 理 解 と 信 頼 を 深 め 、 よ り 公 正 な 市 政 の 運 営 を 確 保 し 、 市 民 参加

の 開 か れ た 市 政 の 一 層 の 推 進 を 図 り 、 併 せ て 福 祉 の 向 上 に 寄 与し

よ う と す る も の で あ る 。  

  こ の よ う な 基 本 的 な 理 念 を 実 現 す る た め に は 、 実 施 機 関 が 保有

す る 行 政 情 報 は 、 公 開 を 原 則 と す る べ き で あ る が 、 そ の 行 政 情報

の 中 に は 、 公 開 す る こ と に よ り 、 個 人 の プ ラ イ バ シ ー や 法 人 等の

正 当 な 利 益 を 侵 害 し 、 行 政 の 公 正 か つ 適 切 な 執 行 を 妨 げ 、 ひ いて

は 市 民 全 体 の 利 益 を 損 な う も の も あ る 。  

  こ の た め 、 公 開 条 例 の 制 定 に 際 し て は 、 制 度 の 趣 旨 、 行 政 情報

の 公 開 ・ 非 公 開 に 係 る 公 益 性 、 有 用 性 等 を 総 合 衡 量 し た 結 果 、原

則 公 開 の 原 則 に お い て も 、 な お 、 例 外 的 に 非 公 開 と せ ざ る を 得な

い 情 報 が あ る と 判 断 し 、 こ れ を 公 開 条 例 第 ７ 条 に お い て 適 用 除外

事 項 と し て 具 体 的 に 類 型 化 し て 規 定 し た も の で あ る 。  

 ２  具 体 的 な 判 断 及 び そ の 理 由  
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  本 件 に 係 る 行 政 文 書 は 、 別 表 の と お り で あ る と 認 め ら れ る 。 実

施 機 関 は 、 こ れ ら に つ い て 、 本 件 非 公 開 情 報 が 公 開 条 例 第 ７ 条第

２ 号 及 び 第 ４ 号 に 該 当 す る と 説 明 す る の で 、 こ れ に つ い て 検 討、

判 断 す る 。  

  ( 1 ) 公 開 条 例 第 ７ 条 第 ２ 号 の 該 当 性 に つ い て  

   公 開 条 例 第 ７ 条 第 ２ 号 は 、 法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 に 関す

る 情 報 に つ い て 、 そ の 取 扱 い を 定 め た も の で あ る 。 こ こ で いう

法 人 等 の 範 囲 に つ い て は 、 こ の 条 文 中 に 「 国 及 び 地 方 公 共 団体

を 除 く 」 と の 除 外 規 定 が 設 け ら れ て い る 。 し た が っ て 、 本 号の

趣 旨 は 、 公 的 性 質 を 有 さ な い 法 人 等 の 正 当 な 利 益 に 係 る 情 報を

保 護 す る こ と に あ る と い う こ と が で き る 。  

   そ こ で 、 協 議 会 の 性 質 を 検 討 す る と 、 協 議 会 は 義 務 教 育 諸学

校 の 教 科 用 図 書 の 無 償 措 置 に 関 す る 法 律 第 １ ３ 条 第 ４ 項 に おけ

る 教 科 書 採 択 の た め の 協 議 を 行 う 目 的 で 設 置 さ れ る 組 織 で あ り 、

協 議 会 の 委 員 は 、 各 市 の 教 育 委 員 長 及 び 教 育 長 即 ち 公 務 員 によ

っ て 構 成 さ れ 、 そ の 運 営 は 、 そ れ に 参 加 す る 各 市 の 公 務 と して

執 行 さ れ て い る も の で あ る 。 し た が っ て 、 協 議 会 は 、 公 務 員が

そ の 職 務 遂 行 の た め 組 織 し て い る も の で あ り 、 本 号 に い う 法人

等 に は そ も そ も 該 当 し な い と 言 う べ き で あ る か ら 、 本 号 を 適用

し た 非 公 開 決 定 に は 理 由 が な い 。  

   更 に 、 各 市 町 村 立 の 小 ・ 中 学 校 で 使 用 さ れ る 教 科 書 の 採 択は

当 該 市 町 村 の 教 育 委 員 会 が 行 う も の で あ る こ と か ら （ 地 方 教育

行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 ２ ３ 条 第 ６ 号 ）、教 育 委 員 会

に お け る 判 断 の 基 礎 と な る べ き 協 議 会 の 会 議 録 が 、 実 施 機 関に

対 し 「 任 意 に 提 供 さ れ た 」 と 言 う こ と も で き ず 、 こ の 点 か らも

本 号 を 根 拠 と し た 非 公 開 決 定 に は 理 由 が な い 。  

  ( 2 ) 公 開 条 例 第 ７ 条 第 ４ 号 の 該 当 性 に つ い て  

   公 開 条 例 第 ７ 条 第 ４ 号 は 、 市 、 国 及 び 他 の 地 方 公 共 団 体 の 内

部 又 は 相 互 間 に お け る 審 議 、 検 討 又 は 協 議 に 関 す る 情 報 が 公 開

さ れ る と 、 外 部 か ら の 圧 力 や 干 渉 等 の 影 響 を 受 け る こ と な ど に
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よ り 、 率 直 な 意 見 交 換 又 は 意 思 決 定 の 中 立 性 が 損 な わ れ る 場 合

が あ り 得 る こ と 、 あ る い は 、 未 熟 な 情 報 が 公 開 さ れ 又 は 尚 早 な

時 期 に 公 開 さ れ る と 、 誤 解 や 憶 測 に 基 づ き 市 民 の 間 に 混 乱 を 生

じ さ せ 、 特 定 の も の に 利 益 を 与 え 若 し く は 不 利 益 を 及 ぼ す お そ

れ が あ り 得 る こ と か ら 、 こ の よ う な 意 思 形 成 過 程 情 報 へ の 対 応

を 定 め た も の で あ る 。  

   協 議 会 の 会 議 録 は 、 教 育 委 員 会 に お い て 教 科 書 選 定 の 重 要 な

書 類 の 一 つ で あ っ た も の と 推 察 さ れ る 。ま た 、実 施 機 関 か ら は 、

協 議 会 の 委 員 等 へ 外 部 の 者 が 接 触 を 図 ろ う と す る 状 況 に つ い

て の 説 明 が あ り 、 ま た 、 協 議 会 に お け る 審 議 の 静 謐 を 保 つ た め

に 事 務 局 が 円 滑 な 議 事 進 行 に 腐 心 す る 実 態 等 に つ い て 説 明 が

な さ れ た 。 こ れ ら の 点 に 鑑 み る と 、 少 な く と も そ の 所 定 の 手 続

き が 完 了 す る ま で の 間 は 、 本 件 会 議 録 は 同 号 の 「 審 議 、 検 討 又

は 協 議 に 関 す る 情 報 」 に 当 た る も の で あ る と 言 う 余 地 は あ る 。 

   し か し な が ら 、 申 立 人 の 情 報 公 開 請 求 時 点 に は 、 教 科 書 は 教

育 委 員 会 の 場 で 既 に 決 定 さ れ 、 国 へ の 手 続 き 等 も 完 了 し て い た

と 考 え ら れ る の で あ る か ら 、 会 議 録 を 公 開 す る こ と で 、 当 該 年

度 に お け る 協 議 会 あ る い は 各 教 育 委 員 会 の 率 直 な 意 見 交 換 又

は 意 思 決 定 の 中 立 性 が 損 な わ れ る と 考 え る こ と は 、 特 段 の 事 情

が な い 限 り 、 困 難 で あ る と 言 う べ き で あ る 。 こ の 点 に つ い て 、

実 施 機 関 か ら の 説 明 で は 、 協 議 会 の 会 議 が 非 公 開 で 行 わ れ た 部

分 に つ い て 会 議 録 を 非 公 開 の 取 扱 い を し た と い う こ と 以 外 の

理 由 は 示 さ れ ず 、 当 該 年 度 の 協 議 会 又 は 教 育 委 員 会 の 判 断 を 阻

害 す る と い っ た 本 号 の 適 用 を 具 体 的 に 理 由 付 け る 事 由 に つ い

て は 特 に 開 陳 さ れ な か っ た 。 こ の た め 、 本 号 を 適 用 す る 理 由 は

な い と 言 わ ざ る を 得 な い 。  

   な お 、 実 施 機 関 は 、 本 号 の 適 用 理 由 の 中 で 、 情 報 の 公 開 が 将

来 予 定 さ れ て い る 協 議 や そ の 意 思 決 定 に 不 当 な 影 響 を 与 え る

と 説 明 す る が 、 こ れ は 本 号 の 適 用 に お い て で は な く 、 公 開 条 例

第 ７ 条 第 ５ 号 の 適 用 に つ い て 判 断 さ れ る べ き 事 項 で あ る 。 こ の
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第 ５ 号 の 適 用 に 関 し て 、 実 施 機 関 は 特 段 言 及 し て は い な い が 、

念 の た め 以 下 検 討 す る 。  

   こ の 第 ５ 号 は 、 市 又 は 国 等 が 行 う 事 務 事 業 の 性 質 か ら 、 公開

す る こ と に よ り 当 該 事 務 事 業 の 目 的 を 失 わ せ た り 、 特 定 の 者に

不 当 な 利 益 を 与 え た り す る な ど 、 そ の 公 正 又 は 適 正 な 執 行 を著

し く 困 難 に す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 情 報 に つ い て は 、非

公 開 と す る こ と を 定 め た も の で あ る 。 当 審 査 会 で は 、 平 成 ２３

年 ７ 月 ２ ２ 日 付 け 答 申 第 ２ 号 の 中 で 、 こ の 第 ５ 号 の 適 用 に つい

て 、 そ の 該 当 す る 理 由 は 、 単 に そ の 号 に 該 当 し て い る と す るこ

と や 抽 象 的 な 事 由 で は な く 、 具 体 的 な 事 由 や そ の 蓋 然 性 に つい

て 説 明 し な け れ ば な ら な い 旨 を 示 し た と こ ろ で あ る 。  

   こ の 観 点 か ら 実 施 機 関 の 説 明 を 検 討 す る に 、実 施 機 関 か ら は 、

大 要 、 協 議 会 に お け る 会 議 録 の 本 件 非 公 開 部 分 を 公 開 す る こと

は 、 特 定 の 教 科 書 の 採 択 如 何 に 係 る 諸 々 の 圧 力 が 、 本 件 協 議会

の 行 わ れ た 時 点 に お い て 存 在 し て い た と い う 状 況 に 鑑 み 、 将来

予 定 さ れ て い る 協 議 会 で の 協 議 な い し 教 育 委 員 会 の 決 定 に 不当

な 影 響 を 与 え る お そ れ が あ る と の 説 明 が な さ れ て い た と こ ろで

あ る 。 し か し な が ら 、 い か な る 教 科 書 が 採 択 さ れ る か は 住 民の

重 大 な 関 心 事 で あ る こ と か ら す れ ば 、 教 科 書 採 択 に 係 る 行 政事

務 に 対 し て 将 来 的 に 支 障 が 生 じ る と 言 う た め に は 係 る 支 障 の内

容 が 具 体 的 に 示 さ れ な け れ ば な ら な い （ 換 言 す れ ば 何 を も って

「 不 当 な 影 響 」 と す る か の 判 定 に は 慎 重 さ を 要 す る ） と 考 えら

れ る と こ ろ 、 実 施 機 関 か ら は こ れ に つ い て 特 段 に 示 さ れ な かっ

た 。 し た が っ て 、 本 号 の 適 用 事 由 に 具 体 性 や 蓋 然 性 が 乏 し いた

め 、 実 施 機 関 の 説 明 か ら は そ の 適 用 を 肯 定 し 得 る 事 由 を 汲 み取

る こ と が で き な い と 言 わ ざ る を 得 な い 。  

   ま た 、 実 施 機 関 は 、 そ の 会 議 録 を 非 公 開 と す る 協 議 会 を 構成

す る 市 教 育 委 員 会 の 事 務 上 の 合 意 を 非 公 開 等 の 処 分 理 由 の ひと

つ に 挙 げ て い る 。 し か し な が ら 、 実 施 機 関 と 他 市 の 団 体 間 によ

る 非 公 開 の 合 意 が 存 在 す る こ と の み を 理 由 に 非 公 開 （ 部 分 公開
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を 含 む ） の 決 定 を 行 う こ と は 、 そ も そ も 公 開 条 例 の 基 本 的 な 趣

旨 を 没 却 す る も の で あ り 、 認 め ら れ る も の で は な い 。  

 ３  結 論  

  以 上 の 理 由 か ら 、 本 件 処 分 に つ い て は 、「 第 １  審 査 会 の 結 論 」

の と お り 判 断 す る も の で あ る 。  

 

第 ７  審 査 経 過 等  

 平 成 ２ ３ 年  ７ 月 ２ ２ 日  実 施 機 関 よ り 諮 問 。  

      １ ０ 月 １ ４ 日  審 査 会 開 催 。  

      １ １ 月 １ ８ 日  審 査 会 開 催 。 実 施 機 関 よ り 聴 取 。  

 平 成 ２ ４ 年  １ 月 １ ３ 日  審 査 会 開 催 。  

 ３ 月  ７ 日  審 査 会 開 催 。 答 申 。  

 

 行 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会  

会 長  町 田  知 啓  弁 護 士  

副 会 長  青 柳  卓 弥  大 学 教 授  

委 員  加 藤  道 子  弁 護 士  

委 員  岩 切  大 地  大 学 専 任 講 師  

委 員  石 浜  秀 夫  元 県 職 員  
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１  
平 成 ２ １ 年 度 第 １ 回 第 十 二 採 択 地 区 教 科 用 図

書 採 択 協 議 会 会 議 録  
非 公 開  

２  
平 成 ２ １ 年 度 第 ２ 回 第 十 二 採 択 地 区 教 科 用 図

書 採 択 協 議 会 会 議 録  

３  
平 成 ２ ２ 年 度 第 ２ 回 第 十 二 採 択 地 区 教 科 用 図

書 採 択 協 議 会 会 議 録  
部 分 公 開  

 


